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１ 【半期報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成18年12月15日付をもって提出いたしました第140期中（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）半期報

告書に添付の当中間連結財務諸表に対する中間監査報告書の記載の事項のうち原本と異なる事項がありましたので、

これを訂正するため半期報告書の訂正告書を提出するものであります。 

  

２ 【訂正事項】 

当中間連結財務諸表に対する中間監査報告書 

 追記情報 

  

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所の訂正前は   罫で示しており、訂正後は   罫箇所を削除しております。 

  

追記情報 

（訂正前） 

 １．継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に記載のとおり、会社は、前連結会計年度に10億２千５

百万円の経常損失を計上し、当中間連結会計期間においても、13億６千６百万円の経常損失となったことに加

え、減損損失52億１千２百万円、独占禁止法違反に係る損失５億８千１百万円および事業再生費用２億３百万

円等を特別損失として計上したため、当中間連結会計期間において中間純損失は73億１千３百万円となり、そ

の結果61億２千１百万円の債務超過となっており、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該

状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。中間連結財務諸表は継続企業を前提として作成されて

おり、このような重要な疑義の影響を中間連結財務諸表には反映していない。会計処理の変更に記載のとお

り、会社は、工事進行基準を適用する範囲を変更している。 

  

（訂正後） 

 １．継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に記載のとおり、会社は、前連結会計年度に10億２千５

百万円の経常損失を計上し、当中間連結会計期間においても、13億６千６百万円の経常損失となったことに加

え、減損損失52億１千２百万円、独占禁止法違反に係る損失５億８千１百万円および事業再生費用２億３百万

円等を特別損失として計上したため、当中間連結会計期間において中間純損失は73億１千３百万円となり、そ

の結果61億２千１百万円の債務超過となっており、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該

状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。中間連結財務諸表は継続企業を前提として作成されて

おり、このような重要な疑義の影響を中間連結財務諸表には反映していない。 

  

（後略） 



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

平成18年12月15日

日本橋梁株式会社 

取締役会 御中 

  
 

   

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている日本橋梁株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間

（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について

中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、日本橋梁株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。  
  
追記情報 

１．継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に記載のとおり、会社は、前連結会計年度に10

億２千５百万円の経常損失を計上し、当中間連結会計期間においても、13億６千６百万円の経常損失

となったことに加え、減損損失52億１千２百万円、独占禁止法違反に係る損失５億８千１百万円およ

び事業再生費用２億３百万円等を特別損失として計上したため、当中間連結会計期間において中間純

損失は73億１千３百万円となり、その結果61億２千１百万円の債務超過となっており、継続企業の前

提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。

中間連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を中間連結

財務諸表には反映していない。 

２．重要な後発事象１に記載のとおり、平成18年10月５日に「私的整理に関するガイドライン」に基づく

第２回債権者会議が開催され、会社は、全対象債権者から「事業再生計画同意書」の提出を受けた。

これにより、金融支援が、全対象債権者において合意された。また、平成18年11月22日開催の臨時株

主総会において第三者割当による普通株式及び優先株式の発行、株式併合及び単元株式数の変更並び

に定款の一部変更が承認可決された。 

３．重要な後発事象２に記載のとおり、会社は独占禁止法違反容疑で起訴されていたが、平成18年11月10

日に東京高等裁判所において罰金刑の判決を受け、平成18年11月15日開催の臨時取締役会において控

訴しないことを決議した。 

４．重要な後発事象３に記載のとおり、会社は従業員の希望退職を募集した結果、合計55名の応募があ

り、55名全員について応募を受理した。 
  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 
  

あずさ監査法人

指 定 社 員
公認会計士  米  林     彰  ㊞

業務執行社員

指 定 社 員
公認会計士  宮  林  利  朗  ㊞

業務執行社員

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。
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